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序　　　　　文

国際協力事業団は、ヴァヌアツ共和国政府の要請を受け、太陽光発電システムの導入による地

方電化の持続可能なモデルの構築などを目的として、チーム派遣「地方電化プロジェクト」を平成

11 年 6 月から 3 年間の計画で実施してきました。

本プロジェクトの協力期間終了を控え、これまでの活動状況を把握し、プロジェクト計画達成

度などについて総合的な評価を行うため、終了時評価調査団を現地に派遣しました。

本報告書は、今回の調査及び協議結果を取りまとめたものです。この報告書が、ヴァヌアツ共

和国における地方電化促進の一助となるとともに、類似の協力活動の参考になれば幸いに存じま

す。

最後に、本調査の実施に際し、ご協力とご支援を賜りました関係者の皆様に、深甚なる感謝の

意を表します。

平成 14 年 6 月

国 際 協力事業団　　

理事　泉　堅二郎　
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評価調査結果要約表

Ⅰ．案件の概要

1．協力の背景と概要
島嶼国であるヴァヌアツ共和国では、2都市において電力供給が行われているのみで、家屋

電化率は10％に満たない。同国の電力需要は小規模でなおかつ広範囲に分散していることから、
政府は再生可能エネルギーを使った村落電化を進めるべく、実施体制を整備しようとしている。
しかし、同政府は慢性的な財政赤字で予算を計上できず、また、諸外国からの援助も学校、診
療所など公共設備を対象としており、民家は電化の対象外とされている。
かかる状況の下、ヴァヌアツ共和国政府は、戸別設置型の太陽光発電システム（SHS）導入

による地方電化の持続的な実施に関する協力を我が国に要請してきた。

2．協力内容
（1）上位目標

    農村地域に電気が供給され住民の生活改善に貢献する

（2）プロジェクト目標
    太陽光発電システム（SHS）による村落電化の1つのモデルシステムが形成される

（3）成　果
     1）エネルギー局の組織が強化される
     2）電気料金システム・電気料金徴収システムが確立される
     3）対象村落にSHSが設置される
     4）SHSの維持・管理システムが確立される
     5）住民が電気事業の仕組みを理解する

（4）投入（評価時点）
    日本側：

長期専門家派遣　　　　　2名　　機材供与　　　　　　　　約49,062,000円
短期専門家派遣　　　　　4名　　ローカルコスト負担　　　約12,446,000円
研修員受入れ　　　　　　3名

        相手国側：
カウンターパート（C/P）配置 8名
土地・施設提供　　　　　　　　 機材購入 SHS 45セット
その他　　　 ローカルコスト

国名：ヴァヌアツ共和国

分野：電力

所轄部署：アジア第二部

　　　　　南西アジア・大洋州課

案件名：地方電化プロジェクト

援助形態：専門家チーム派遣

協力金額（評価時点）：約1億1,000万円

先方関係機関：土地天然資源省エネルギー局

日本側協力機関：大阪市立大学他

他の関連協力：
協力期間

M/M：1999年5月14日

延長：なし

F / U：

E / N：　



Ⅱ．評価調査団の概要

調査期間 2002年3月18日～31日 評価種類：終了時評価

Ⅲ．評価結果の概要

1．評価結果の要約

（1）妥当性

プロジェクト計画段階においてプロジェクト詳細計画、機器選定及び電気料金設定に多少

の妥当性の低さが見受けられたが、プロジェクトの進行状況に応じた計画の見直しが行われ5

段階電気料金制度が導入されるなど柔軟な対応が行われた。また、地方電化推進の重要性及

び住民のニーズとの合致等より本プロジェクトはおおむね妥当であると判断される。

（2）有効性

プロジェクト目標である村落電化のモデルシステムが形成され、今後、他村落への普及が

可能と判断されることから期待された成果が得られた。また、C/Pであるエネルギー局職員の

技術的・管理能力的向上を通じてSHS機器によるモデルシステムを形成し、ターゲットグル

ープである対象村落の住民に裨益している。これらより、本プロジェクトは有効であったと

判断される。

（3）効率性

投入した機材の故障が発生するなど、プロジェクト開始当初において一部効率性の低い部

分が見られたものの、これに対する専門家とC/Pの努力、及び国内支援委員会からの支援によ

って状況が改善されたことから大きな阻害要因とは成りえず、プロジェクトの総合的な効率

性は高いと判断される。

（4）インパクト

住民生活の変化として、電灯が点いていることによって日没後でも安心して農作業から帰

宅できる、また、防犯上有用であるといった直接的な正のインパクトが認められた。負のイ

ンパクト及び間接的なインパクトは終了時評価時点では確認されていない。

（5）自立発展性

プロジェクトを通じてエネルギー局職員やケアテーカーの人材育成が行われたことにより

実施体制は確立された。離島部モニタリングの難しさや予算確保等、自立発展性に関する課

題はあるものの、今後の活動の改善・検討によって持続的かつ効率的な運営が可能であると

判断される。

（担当分野：氏名　　職位）

団長／技術評価：森　　雄造　　大阪市立大学工学部教授

計画評価　　　：天池麻由美　　JICAアジア第二部南西アジア・大洋州課

評価分析　　　：水口　佳樹　　中部電力株式会社

調 査 者



2．効果発現に貢献した要因
（1）計画内容に関すること

各投入が計画的かつ適切なタイミングで行われた。

（2）実施プロセスに関すること
プロジェクトの進行状況に応じた計画の見直しが行われ、プロジェクト期間中に新たに段
階的電気料金制度が導入されるなど柔軟な対応が行われた。

3．問題点及び問題を惹起した要因
（1）計画内容に関すること

プロジェクト開始時にプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）もしくはPDMに代
わる詳細計画が作成されておらず、関係者間の意思統一に時間と労力を要した。

（2）実施プロセスに関すること
予想外の数の機器の初期故障が発生したために、プロジェクト開始当初からしばらくはそ
の対応に追われた。

4．結　論
プロジェクト開始当初において予想外の数の機器の初期故障や利用者の電気料金滞納など、
いくつかの困難や問題に遭遇したにもかかわらず、協力期間内に一定の成果を収めた。したが
って、当初計画どおり2002年5月末をもって終了することを確認した。
本プロジェクトでは、SHSの維持管理体制及び電気料金の回収制度を確立させることにより、
戸別設置型SHSによる持続可能な運営・維持管理システムを形成することができた。同システ
ムについては、本プロジェクト実施中、エネルギー局が太陽光発電による電化事業として独自
に進めていた対象2村においても適用されたことから、普及可能性についても肯定的に評価でき
るモデルシステムが形成されたと判断される。

5．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）
本プロジェクトの成果を効率的・効果的に運営し、かつさらなる持続発展性の確保のためには、
必要な人材・能力及び組織力向上の促進、予算措置の確定、及び専門家の指導による今後の適
正投入と協力活動の検討が必要である。

6．教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営
管理に参考となる事柄）
計画策定にあたっては実施済みプロジェクトのレビューを行い、過去の経験を有効利用する。
また、実施にあたっては技術分野の維持管理及び運営管理を指導できる人材の現地での確保、
また、持続的なプロジェクト運営にかかる実施国政府による予算措置の確定が必要とされる。
機材についてはトラブル発生に即応するためにも、現地で調達可能な機材の導入について検討
することが必要であり、また、発生が予想される問題への対処方法や支援についてあらかじめ
日本側が配慮することも必要とされる。地方電化の基本的な課題は料金設定、料金徴収及び維
持管理を実施するための人材の確保・育成など、むしろソフトウエア側にあることを留意すべ
きである。
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第 1 章　終了時評価調査の概要

1 － 1　調査団派遣の背景・経緯

島嶼国であるヴァヌアツ共和国では、2 都市において電力供給が行われているのみで、家屋電化

率は 10％に満たない。同国の電力需要は小規模でなおかつ広範囲に分散していることから、政府

は再生可能エネルギーを使った村落電化を進めるべく、実施体制を整備しようとしている。しか

し、同政府は慢性的な財政赤字で予算を計上できず、また、諸外国からの援助も学校、診療所な

ど公共設備を対象としており、民家は電化の対象外とされている。

かかる状況の下、ヴァヌアツ共和国政府は、戸別設置型の太陽光発電システム（Solar Home

System : SHS）導入による地方電化の持続的な実施に関する協力を我が国に要請してきた。これ

を受けて、JICA は 1999 年 6 月 1 日より 3 年間の予定で本チーム派遣を開始し、専門家派遣、研修

員受入れ、機材供与の各スキームにわたって協力を実施してきた。

協力期間の終了を迎えるにあたり本協力の成果について評価調査を実施する。

1 － 2　調査の目的

（1）3 年間の技術協力期間の実績を調査し、計画の達成度を総合的に評価する。

（2）技術協力期間終了後の対応策について協議し、結果を両国政府関係者当局に提言する。

（3）今後実施される類似の協力に対し、技術協力計画の適切かつ効率的な立案及び実施のため、

本協力の実施を通じて得られた教訓・提言をフィードバックする。

1 － 3　調査団の構成

（1）団長／技術評価 森　　雄造　大阪市立大学工学部教授

（2）計画評価 天池麻由美　JICA アジア第二部南西アジア・大洋州課

（3）評価分析 　 水口　佳樹　中部電力株式会社

1 － 4　調査期間

2002 年3 月 18 日～31 日
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ヴァヌアツ共和国・チーム派遣「地方電化プロジェクト」終了時評価調査　日程表

森団長 天池団員 水口団員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

月
火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

3/18

3/19

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/25

3/26

3/27

3/28

3/29

3/30

3/31

21:30　大阪発（JL777）

  7:00　ブリスベン着
19:30　ブリスベン発（QF377）　　　　
23:10　ポートヴィラ着　　　　
  8:00　JICAヴァヌアツ駐在員事務所打合せ　　　　
  9:00　土地資源省表敬訪問　　　　
午後　資料・データ収集（エネルギー局）　　　　
　　　日本人関係者打合せ　　　　
午前　評価調査（エネルギー局、JICA専門家）　　　　
14:00　エネルギー局との協議　　　　
  9:00　ポートヴィラ発　　　　
10:30　ワラハ空港着（アンバエ島）　　　　
11:00　ナヴティ村着　　　　
午後　ナヴティ村視察　　　　
　　　（住民インタビュー、ケアテーカーへのインタビュー）　　　　
　　　 団内打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   21:00　成田発（JL771）
午前　アマタ村視察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8:30　シドニー着
12:00　ナブティ村発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   21:20　シドニー発（NF011）
12:30　ワラハ空港発　　　　
14:00　ポートヴィラ着　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1:00　ポートヴィラ着
　　　団内打合せ、資料整理　　　　
　　　ミニッツ案作成　　　　
　　　エネルギー局との協議　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  16:30　ポートヴィラ発（NF020）　　
　　　　　　　　　　　　　 　　　 　（サモア専門家巡回指導調査へ移動）　　　
　　　ミニッツ署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミニッツ署名
　　　ヴァヌアツ事務所への報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴァヌアツ事務所への報告
　　　団内打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団内打合せ
  7:00　ポートヴィラ発（NF050）　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　   エネルギー局での補足調査
11:00　オークランド着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料・データ収集
12:15　オークランド発（NZ046）　　　　
15:20　ナンディ着　　　　
17:30　ナンディ発（PC506）　　　　
18:00　スヴァ着　　　　
　 　　JICAフィジー事務所への報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エモア村視察
　　　在フィジー日本国大使館への報告　　　　
  5:30　スヴァ発（PC123）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  補足調査
  5:55　ナンディ着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ヴァヌアツ事務所への報告
  8:00　ナンディ発（QF392）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   資料整理
11:35　シドニー着　　　　
12:40　シドニー発（JL778）　　　　
20:05　大阪着　　　　

15:30　ポートヴィラ発（NF010）
19:20　シドニー着
22:15　シドニー発（QF021）
  6:10　成田着

21:45　成田発（JL761）
  7:25　ブリスベン着
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第 2 章　プロジェクト概要

2 － 1　プロジェクト実施の背景・経緯

我が国は、1992 年の国連環境開発会議を踏まえて環境協力における行動計画「21 世紀に向けた

環境開発支援構想」を発表し、省エネルギー及び新エネルギー技術の世界的普及のための協力を

重点的に進めることとした。また、1998 年には、外務省と通商産業省（現・経済産業省）が「太陽

光発電等再生可能エネルギーの開発・普及計画」を発表し、再生可能エネルギーシステムの開発・

普及に関する総合的な協力を推進する方針を打ち出した。

これを受けて、1998 年 2 月～ 3 月、JICA は、ヴァヌアツ共和国におけるエネルギー分野の現状

と課題を把握するとともに、離島地域での村落開発に資する再生可能エネルギー分野の協力の可

能性を検討することを目的として、プロジェクト形成調査を実施した。同調査の結果、同国の人

口のほとんどが系統電力の恩恵に浴さない島嶼の地方村落に分布しており、太陽光発電を含む小

規模な再生可能エネルギーを利用した協力可能性があることが確認された。

ヴァヌアツ共和国政府は、同調査結果を踏まえてモデル村落における戸別設置型の SHS をパイ

ロット的に導入し、地方電化を持続的に実施するための技術協力を我が国に要請した。これら背

景の下に、1999 年 5 月には事前調査団が派遣され、ミニッツを締結、同年 6 月 1 日より 3 年間の

予定で本チーム派遣が開始された。

2 － 2　協力期間

1999 年 6 月 1 日～ 2002 年 5 月 31 日（3 年間）

2 － 3　ヴァヌアツ共和国側実施機関

土地天然資源省エネルギー局

2 － 4　プロジェクト・サイト

Emua（Efate 島）、Lawa（Malakula 島）、Natapao（Efate 島）、Navuti（Ambae 島）の計 4 か

村を対象に本プロジェクトを開始した。

実施機関のエネルギー局は独自の太陽光発電による電化事業をMangaliliu 及び Epau（ともに

Efate 島）で実施しており、本プロジェクト対象村と併せて管理を行っていた。また、後述のと

おり、本プロジェクトの効果的な運営を目的とした SHS 機材の撤去・移設が実施され、機材の

一部がAmata（Ambae 島）に設置された。したがって、本終了時評価調査ではこれら 7 か村を

対象に調査を実施した。
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2 － 5　協力目的

・選定された未電化村落において、SHS 設置による地方電化システムの持続可能なモデルを構

築する。

・SHS の設置による地方電化の普及可能性を検証する。

・ヴァヌアツ共和国における地方電化振興のための人材育成を行う。

2 － 6　期待される成果

・SHS による地方電化の運営・維持管理システムが確立される。

・持続可能な地方電化のための独立会計システムにより財政的に独立した状態が確立される。

・SHS による持続可能な地方電化のための実施マニュアルが整備される。

・土地天然資源省エネルギー局の組織が強化される。

2 － 7　協力内容

（1）対象村落の選定及び SHS の設置

（2）SHS の管理体制の確立

1）エネルギー局

・地方電化基準の作成指導

・料金制度及び会計制度の確立

・徴収料金の管理指導

・電化地区の選定

2）対象プロジェクト村

・電力委員会の設立及び運営に係る指導

・ケアテーカー（システム維持管理担当者）に対する技術指導

・料金徴収に係る指導

（3）人材育成

・地方電化事業に関するエネルギー局職員の育成

・SHS 機材の設置及び維持管理方法に係る技術指導
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2 － 8　プロジェクトの実績

2 － 8 － 1　日本側の投入

（1）専門家派遣

以下のとおり、計 6 名の専門家（長期 2 名、短期 4 名）を派遣した。

1999 年度：3 名

本田達夫（村落電化実施組織育成） 1998 年 10 月　8 日～ 2001 年 10 月　8 日

浅井邦夫（再生可能エネルギー） 1999 年　8 月 22 日～1999 年　9 月 30 日

大森孝則（再生可能エネルギー） 1999 年　9 月 13 日～1999 年 11 月 30 日

2000 年度：1 名

河原　工（村落電化組織育成） 2000 年10 月16 日～2002 年10 月15 日

2001 年度：2 名

森　雄造（ソーラーシステム維持管理）2001 年　9 月 15 日～2001 年 10 月　6 日

佐藤　寛（社会調査） 2001 年 11 月　9 日～2001 年11 月 24 日

（2）青年海外協力隊派遣※

半田茂喜（村落開発普及員） 2000 年　4 月　3 日～ 2002 年　4 月　2 日
※ 2001 年 12 月から 2 年間の予定でエネルギー局に派遣されている山下　孝雄隊員（電気工

事）については、ミニ水力発電や小型ディーゼル発電を含む地方電化の保守管理等に関す

る技術移転について派遣要請越されたものであり、本プロジェクトの投入とはされていな

い。しかしながら、山下隊員のカウンターパート（C/P）は本プロジェクトのC/P であり、同

隊員の活動は本プロジェクトの技術者の能力向上に貢献している。

（3）研修員受入れ

計 3 名の研修員を日本に受け入れた。国別特設研修「大洋州地域・太陽エネルギーの発電技

術及び利用技術」に参加した 2 名の研修員は、他の大洋州地域からの研修員とともに太陽光発

電の基礎知識、実践的技術に関する概括的な研修を受けた。また、C/P 研修では、地方電化促

進のための電力開発計画や維持管理方法に関する研修を実施した。

2000 年度：1 名

Marlene Kalmet（国別特設研修） 2000 年4 月25 日～2000 年 8 月 21 日

2001 年度：2 名

Jimmy Smith（国別特設研修） 2001 年5 月15 日～2001 年 8 月 19 日

Donald Wouloseje（C/P 研修） 2002 年 1 月 31 日～2002 年 3 月　1 日
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（4）機材供与

供与機材、携行機材を含め、3 年間で約49,062,000 円を提供した。主な機材は以下のとおり。

1999 年度

ソーラーパネル、バッテリー、コントローラー、データーロガー、レギュレーター、照明

器具、ケーブル、発電機、浄水器、水質計、パソコン、四輪駆動車、コピー機

2000 年度

バッテリー、バッテリー収納箱、レギュレーター、スイッチボード、ケーブル、SHS 修理部品

2001 年度

ソーラーパネル、カーバッテリー、テレビ、ビデオ、インバーター、自転車

（5）現地業務費

3 年間で13,382,867Vatu（12,446,066 円）1）を負担した。

（6）調査団の派遣

1）事前調査団の派遣（1999 年 5 月 8 日～ 22 日）

SHS による地方電化の実行可能性を検証するためのパイロット・プロジェクトの実施

に係る先方政府及び村落との協議及び協力内容を明確にするための事前調査を実施した。

（調査団構成）

団　長 酒井　利文 JICA 派遣事業部派遣第二課長

技術協力政策 田付　　晃 外務省経済協力局技術協力課事務官

村落開発 花井　正明 JICA 国際協力専門員

調査・企画 海老原優子 JICA 派遣事業部派遣第二課職員

2）計画打合せ調査団の派遣（2000 年 9 月 3 日～ 23 日）2）

プロジェクトの SHS 機材の状況（ハード面）、経済的自立性、村落組織のあり方・機能、

住民裨益効果を中心とするプロジェクト運営面（ソフト面）の両面から現状及び問題点を確

認し、先方政府関係機関とともに今後のプロジェクト運営方針について確認することを目

的として実施した。

（調査団構成）

団　長 酒井　利文 JICA アジア第二部南西アジア・大洋州課長

回路調査 美馬　宏司 大阪市立大学名誉教授、国内支援委員

村落調査 河原　　工 IC ネット

協力企画 林　　将幸 JICA 大阪国際センター業務課職員

1）本報告書では、2002 年 3 月末の換算レート 1 Vatu = 0.93 円を使用。
2）ヴァヌアツ チーム派遣 地方電化プロジェクト 計画打合せ調査団 報告書（地二南／ JR ／ 00-06）
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（7）国内支援委員会の設置

2000 年 5 月、本件プロジェクトをより効果的かつ効率的に実施することを目的とした国内

支援委員会を設置し、有識者からプロジェクトに関する技術的助言及び支援を得ることとし

た。同委員会の構成は以下のとおりである。

森　　雄造 委員長

小槻　　勉 委　員

緒方　司郎 委　員

佐藤　　寛 委　員

美馬　宏司 委　員

国内支援委員会は、以下の活動及び支援を行ってきた。

1．本プロジェクト開始直後に多発した機器トラブル・料金未払いへの対応に関する提言

2．計画打合せ調査団及び終了時評価調査団への参団、及び両調査の実施方針に係る提言

3．専門家派遣

4．研修員受入れに関する研修内容の策定及び受入先に係る助言

2 － 8 － 2　ヴァヌアツ共和国側の投入

（1）カウンターパートの配置

天然資源省電力局長をはじめとする同局の職員計 8 名が C/P として配置された。

Leo Moli Principal Energy Officer

Moli Janjia Senior Energy Technician

Marlene Kalmet Electrical Engineer

Mangawai Kalpapau Technician

Emma Mala Office Assistant

Fred Shadrack Executive Officer

Jimmy Smith Technician

Donald Wouloseje Energy Economist

（2）施設の提供

プロジェクト管理運営のための執務室等、必要な施設を提供した。

（3）機材の提供

プロジェクト実施のための機械、器具、機材、車両、工具、スペア部品等を提供した。
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（4）運営費の提供

必要なローカルコスト負担を実施した。

2 － 9　特記事項

2 － 9 － 1　現地セミナー開催

本プロジェクトでは、エネルギー局が主体となって 2001 年 1 月 29 日から 1 月 31 日の間、

「Solar Home System Workshop － General Guidelines and Conditions for the Effective and

Efficient Management of the Solar Home System」と題した現地セミナーを開催した。本セ

ミナーではSHS 機器を用いた地方電化事業においてスムーズな運営・管理を行うために、SHS

機器の停止・撤去の条件や現状、移設の条件等を中心とした運営・管理の仕方や問題点など

が発表された。また、初期費用や段階的電気料金の導入に対する説明も行われた。ここでは

エネルギー局の職員 6 名が発表しており、当時プロジェクト村ではなかったAmata 村を除く

6 村の電力委員会委員長、会計係、ケアテーカー計 16 名が出席した。

本セミナーの主な議題は以下のとおりである。

・SHS 機器の移設

・新規契約者の条件

・初期費用と電気料金

― 総論

― 各論

・SHS 機器の停止

・電力委員会、ケアテーカー及び会計役の責任範囲と役割

本セミナーは出席者より好評を得ており、セミナーによって様々な関係者が SHS 機器のス

ムーズな運営・管理と電気料金に対する理解が深まったといえる。

2 － 9 － 2　国際セミナー開催

2001 年 9 月 27 日～ 28 日、ヴァヌアツ共和国土地資源省エネルギー局と JICA との共催によ

る「大洋州地域における太陽光発電国際セミナー」が、ヴァヌアツ共和国ポートヴィラにて開

催された。本セミナーには、ヴァヌアツ共和国政府関係者、援助機関、JICA 国別特設研修（大

洋州地域・太陽エネルギーの発電技術及び利用技術）の帰国研修員を中心とする周辺国関係者

が参加した。

本セミナーは、本件プロジェクト関係者（JICA 専門家、エネルギー局職員、青年海外協力

隊員）によって準備及び運営された。セミナーでは本プロジェクトの活動内容及び経過が紹介

され、また、大洋州各国の事例紹介、サイト見学、島嶼国における地方電化のあり方につい

ての意見交換が行われるなど、有意義な成果を得るものであった。
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第 3 章　終了時評価の方法

3 － 1　PDME

本調査では、「プロジェクト・サイクル・マネジメント手法（PCM 手法）」を用いて評価を行った。

評価の視点は開発援助委員会（Development Assistance Committee : DAC）によって推奨されて

いる 5 項目である。この 5 項目は（1）妥当性、（2）有効性、（3）効率性、（4）インパクト、及び（5）

自立発展性である。PCM 手法においては、プロジェクトの運営管理・評価にプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）を用いており、終了時評価用プロジェクト・デザイン・マトリックス

として Project Design Matrix for Evaluation （PDME）を作成した。本調査では計画打合せ調査

時において作成された PDM を基に PDME を作成している。PDM は詳細かつ具体的な記述となっ

ていたが、過度に微細な記述も散見され、文言の明確化、論理の一貫性、現状への適合などの理

由により、PDME ではプロジェクト目標、成果、活動、指標、指標入手手段及び外部条件を PCM

手法の理論にのっとった形で変更している。PDM 及び PDME をそれぞれ付属資料 3 及び付属資料

4 に示す。以下に PDME において PDM から変更した点を変更理由とともに簡単にまとめる。

3 － 1 － 1　プロジェクト目標の記述変更

PDM のプロジェクト目標は「プロジェクト現場で、ヴァヌアツ人により SHS が自立して運

営され、村落電化の 1 つのモデルシステムが形成される」であったが、文が冗長なうえ、「運

営される」と「形成される」という 2 つの文章を合わせた形となっているため、「SHS による

村落電化の 1 つのモデルシステムが形成される」と変更した。英文についても「SHS might be

ope ra t ed  by  n i -Vanua tu  t hemse lve s  and  i t  w i l l  f o rm  one  mode l  sy s t em fo r  r u r a l

electrification」であったが、目標は達成された形で表記すべきであるとともに、動詞は 1 つ

とすべきであるため、「One model system for rural electrification by SHS is established」

と変更した。変更前と変更後のめざすべき内容、意図する意味は同じであるため、内容的に

プロジェクト目標が変更したものではない。なお、本プロジェクトは Record of Discussion

（R/D）ではなく、Minutes of Meetings（M/M）によって開始の合意がなされている。

3 － 1 － 2　成果・活動の変更

PDME における成果は「エネルギー局の組織強化」→「料金システムの確立」→「SHS の設

置」→「SHS の維持・管理システムの確立」→「住民の電気に対する理解」という一連の流れ

となるようにした。以下に成果及び活動の変更点と変更理由を述べる。
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第 4 章　調査結果

4 － 1　ヴァヌアツ共和国の現況

ヴァヌアツ共和国はソロモン諸島の南東に位置するおよそ 80 の島々から成る、人口約 18 万

7,000 人の島嶼国である。世帯数は 3 万 6,415 であり、このうち約 23％は都市部である Port Vila

または Luganvi l le に集中し

ている。電化率の全国平均は

19.1％であるが、都市部の平

均電化率60.8％に比べて地方

部の平均電化率は 6.8％と低

い。これはヴァヌアツ共和国

の特徴として離島部が多いうえにヴァヌアツ共和国唯一の電力会社である UNELCO の配電網が

Port Vila 及び Luganville 周辺しか敷設されていないことによる。ヴァヌアツ共和国の人口、世帯

数、電化率を表 4 － 1 に示す。

4 － 2　電力行政

ヴァヌアツ共和国における電力行政は土地天然資源省エネルギー局（Energy Unit, Ministry of

Lands, Geology, Mines,  Energy, Environment and Water Resources）が行っている。エネル

ギー局はヴァヌアツ共和国唯一の電力会社である UNELCO に対する行政指導と地方電化の推進

が主な業務である。UNELCO はフランス系民間企業であり、同社はヴァヌアツ共和国政府との契

約に基づき、首都Port Vila 及び Luganville の各 15km 以内を排他的独占地域（Concession Area）

としており、当該地域の発電から送配電の事業を一手に引き受けている。また、2002 年 3 月より、

Malakula 島や Tanna 島の中心地についても排他的独占地域に関する契約を同国政府と締結し、電

力事業を始めている。同社はヴァヌアツ共和国政府の資本が 30％入っているものの、都市部の電

力を一手に担っていることから、同国における発言力は大きい。そのため電力行政においては日

本に見られるような官主導型ではなく、電源開発計画や送配電網拡充計画等は UNELCO が独自

に策定し、エネルギー局は承認のみを行っており、エネルギー局は実質的な権限をもっていない

のが現状である。2001 年 3 月承認のエネルギー局組織図を図4 －1 に示す。ただし、Civil Engineer

及び 1st Assistant Energy Technician は調査時点において欠員である。

表 4 － 1　ヴァヌアツ共和国の概況
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2001 年度及び2002 年度のエネルギー局予算を表4 － 2 に示す。エネルギー局予算としては2001

年度 2002 年度とも約 800 万 Vatu（744 万円）であり、全体の増減はほとんどない。2001 年度実

績の内訳を見ると約 75％は人件費に振り分けられており、残り 25％は通信費や修繕費等の運営費

に充てられている。そのため、開発経費などの活動費はエネルギー局予算として振り分けられて

いない。これら活動費は Sarakata 水力発電所の収

益金から割り当てられている。2001 年度に同発電

所収益金から電力分野に割り当てられた予算は

42,229,050 Vatu（39,273,017 円）であり、このう

ち 2 3 , 2 7 2 , 2 1 6  V a t u は UNE LCO によって

Luganville やNatanara の配電網拡張などに充てら

れ、その他はエネルギー局職員の旅費やワーク

ショップ参加費等に充てられている。

また、Sarakata 収益金は地方電化に対する予算

としてこれまでに、表 4 － 3 に示すように

8,076,259 Vatu が病院や教会、学校などの公共施

設の電化に執行されており、地方電化推進に寄与

しているといえる。

エネルギー局職員の業務は個々の役職について

「JOB DESCRIPTION」として定められている。そ

れぞれのJOB DESCRIPTION は 2 ページにわたる

業務内容がJob Title、Level、Purpose、Duties and

Responsibilities など細かく規定されており、職員

はこれに沿って業務を行っている。また、エネ

図 4 － 1　エネルギー局組織図

表 4 － 2　エネルギー局予算
（Vatu）
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ルギー局が主催する「Solar Home System

Workshop」を 2001 年に開催したり（第2 章

2 － 9 － 1 参照）、ESCAP がバンコクにおいて

開催した「Pacif ic  Is land Regional  Energy

P o s i t i o n」や Comm i t t e e  o f  R e g i o n a l

Organ i s a t i on s  o f  t h e  Pac i f i c が主催した

「Paci f ic  Regiona l  Submiss ion  to  the  9 th

Sess ion  o f  the  Commiss ion  on  Sus ta inab le  Deve lopment」の「Energy  and  Sus ta inab le

Development」に出席するなど、活発に活動を行っている。

4 － 3　電力委員会概要

本プロジェクトでは電化対象となるEmua、Natapao、Navuti 及び Lawa において開始時に電力

委員会を設立することとしていた。電力委員会は各村に設置して、SHS に係る運営・管理の多く

について村の責任で進めていくことを目的としており、委員としては委員長、副委員長、秘書、会

計担当、ケアテーカー（システム維持管理担当者）などが含まれている。その後、ヴァヌアツ共和

国側独自で購入した SHS 機器 45 セットを導入し、これに合わせて電化対象村落もMangaliliu、

Epau 及び Amata（Natapao より撤去した機器の移設先）の 3 村を加えて計 7 村で活動が行われる

こととなった。調査時点において、電化が始まって間もないAmata を除いた 6 村において電力委

員会委員が任命されていた。しかしながら、これらすべての電力委員会は実質的に機能しなかっ

た。その理由は以下のとおりである。

・ヴァヌアツ共和国の国民性として「共有物の運営・管理」という概念が薄い。

・エネルギー局と電力委員会との間で交わされる契約書について具体的に実行するための指導

が欠けた。

・電力委員会は無償で運営していたため、自発的に運営するインセンティブが働かなかった。

・月に 1 度開催される住民大会で SHS は議題としてあがっており、電力委員会によって再度取

り上げる必要性が低かった。

・ケアテーカーと電力委員会委員長（村長）のケアテーカー補佐により、電力委員会が担う活動

を行うことができた。

なお、ヴァヌアツ共和国内で以前設置された水道組合についても、同様の理由によって機能し

なかったとのことである。

4 － 4　電気料金と料金・機器の運営管理

プロジェクト開始当初、電気料金は表 4 － 4 の算出根拠により、初期契約金を 9,000 Vatu、月

表 4 － 3　Sarakata 収益金の地方電化への充当
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表 4 － 5 及び図 4 － 2 より、以下のことが判明した。

・7 村平均では、当初設定された月当たり料金の 1,500Vatu を選択した住民は約半数を占める。

残りの半数が 1,500Vatu より低額の月当たり料金を選択していることから、1,500Vatu の電

気料金は住民にとって必ずしも安くはない。

・Lawa では 1,000Vatu を、次いで 700Vatu を選択した住民が多かった。

・Mangaliliu では 5 段階電気料金を選択した住民がいない。これは村において段階的料金の

導入を説明した時点で、これを希望する世帯がなかったことによる。

・Emua、Epau では契約戸数が増加しているのに対し、Natapao は電気料金滞納による停止・

撤去によって大幅減となっている。なお、停止・撤去については後述する。

これらはある程度各村の豊かさが関係していると考えられるが、後述するようにMangaliliu の

電気料金回収率は高くなく、必ずしもこれと一致しているとはいえない。また、同じく後述する

が、Lawa の電気料金回収率は高く、村民がそれぞれの生活レベルに合った電気料金を選択してい

ることが分かる。

また、表 4 － 6 に初期費用回収率を示す。これよりNatapao 及び Navuti の回収率が他村に比べ

て低い。特にNatapao は 55.9％と著しく低い。この理由は、①支払い可能見込みとして、機器の

導入を優先してしまった、②設置以前に、利用者に対して料金負担の説明をしているものの、過

去の海外の援助については使用料金を徴収されなかったことから、住民は「無料で使用できるも

の」と考えた、③当初の機器故障やケアテーカーの徴収した電気料金の使い込み等に対する対応

に追われ、その後のフォローが十分ではなかった、などがあげられる。そのため、 2001 年 12 月現

図 4 － 2　各村の電気料金システム選択割合（2001 年 12 月）

表 4 － 6　初期費用回収率（2001 年 12 月）
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在で既に設置から 2 年が経過していることから、ケアテーカー及び住民に対して初期費用の支払

いに関するより強い啓発活動等が必要と考えられる。

本プロジェクトでは、すべての対象村について SHS 機器の設置状況や電気料金徴収状況等につ

いて把握している。その方法は Emua 及び Natapao には月に 1 度、その他の離島は 2 ～ 3 か月に

1 度の割合でエネルギー局員が訪問し、徴収済み電気料金及び電気料金領収書コピーをケアテー

カーから回収するというものである。本プロジェクト会計担当のMr. Fred Shadrack は徴収した

電気料金と領収書との整合性を取った後、徴収した料金を銀行口座に入金するとともに、領収書

をファイリング、データをパーソナルコンピューターに入力して管理を行っている。例として 2000

年度の Emua の電気料金徴収管理台帳を付属資料 6 に示す。上述の段階的料金及び後述する未払

い住民の SHS 機器の撤去によって、電気料金徴収率は上昇している。ここでは例として Emua の

電気料金徴収率の推移（段階的料金制導入前（1999 年 11 月から半年）と導入後（評価時点におい

て集計済みの 2001 年 12 月から遡って半年））を表 4 － 7 に示す。なお、導入後の契約件数は未払

いによる停止・撤去件数を除いてある。

これらは契約総額と支払総額との割合で比較している。上記より段階的料金制導入後の回収率

は大幅に上昇していることが分かる。なお、家庭によっては大きな現金収入があったときに未払

い分を一括で支払う世帯もあり、2001 年 10 月のように 100％を超えることがある。この月は支払

件数 31 件のうち、19 件が契約月額を上回る支払いを行っている。この大きな要因としては、アメ

リカの平和部隊（Peace Corps）ボランティア約 20 名が現地訓練及びホームステイを目的として 6

週間 Emua に滞在し、その謝礼として各家庭に数万Vatu を支払っており、村として大きな現金収

入があったことが考えられる。また、ヴァヌアツ人の特性として、毎月一定額を支払うよりまと

めて支払う習慣があることも影響していると思われる。

また、各設定電気料金別の回収率を表4 － 8 に示す。これは各村へSHS 機器を導入してから2001

表 4 － 7　Emua 村電気料金徴収率の推移
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年 12 月（Lawa は 2001 年 11 月）までの電気料金回収率を表したものであり、段階的電気料金の

導入前と導入後との比較を行っている。導入前の平均回収率 52.0％に比べ、導入後は 90.5％と大

幅に改善されていることが分かる。これより各家庭の経済状況に合った電気料金を選択すること

により、回収率が向上することが分かる。ただし、段階的電気料金を選択しなかったMangaliliu

は 42.9％から 37.7％へと回収率が下がっており、1,500Vatu という電気料金がある程度家庭経済

を圧迫していると想像される。なお、Amata は導入が開始された 2001 年 12 月のみのデータであ

り、設置家庭全員が支払っているため、回収率がすべて 100％となっている。

また、SHS 機器の管理については、SHS 機器すべてに番号を付けて管理台帳を作成するととも

に付属資料 7 のように現地の SHS 設置地図を作成している。これはケアテーカーがよりきめ細か

な管理を行ううえで、また C/P とケアテーカーとの意思疎通上でも有用であり、設置状況を適切

に把握でき、かつSHS 機器の運営管理も適切に行われているといえる。なお、Mangaliliu 及びEpau

に設置されている SHS 機器は、ヴァヌアツ共和国側

が独自に購入したプリペイメントシステムが導入さ

れている。

参考までに日本側が購入した British Petroleum

（BP）社製の機器とヴァヌアツ共和国側が購入した

Total Energy（TE）社製のプリペイメント式の機器

の各村での2001 年 12 月現在の設置状況を表4 － 9 に

示す。

4 － 5　機材保守管理状況（SHS 稼働数、ソーラーパネル・バッテリー交換率含む）

上述のとおり、SHS 機器の運営・管理は管理台帳に基づいて行われている。2001 年 12 月時点

において、4 － 4 に示したとおり 244 セットの SHS 機器が 7 村のプロジェクト・サイトに設置さ

れている。本プロジェクトに供与された機器は当初供与 200 セット、予備用 20 セット、ヴァヌア

表 4 － 8　各村の電気料金別平均回収率（％）

表 4 － 9　各村落での SHS 設置数
（2001 年 12 月現在）
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ツ共和国側購入分 45 セットの計 265 セットである。そのため 92.1％が設置されているが、残り

の 7.9％は撤去機器と故障機器である。撤去機器は移設の努力が進行中であり順次活用されるもの

と考えられる。故障機器中の故障部位は主としてコントローラ中の回路であるが、現地での修理

能力が未整備のため修理、再活用にはまだ至っていない。これらの撤去機器、故障機器、廃棄部

品や補充用部品など関連するすべての機器、部品は電力局自身の努力により事務所に整理して管

理されている。

4 － 6　撤去条件、撤去数

本プロジェクトにおいては、電気料金未払い者に対する取り扱いとして以下の基準・対応を適

用している。

・電気料金を 2 か月滞納した住民に対しては「停止」

・その後更に 3 か月未払い金を支払わなかった住民に対しては「SHS 機器の撤去」

技術協力上、このような措置をとるプロジェクトはまれであるが、特に 1 年目に過度の未払い

金が生み出される結果となったため、本プロジェクトでは実施機関のエネルギー局と JICA 専門家

による検討を重ねた結果、上記のとおり電気料金未払い者に対する対策を講じることとなった。こ

れによって住民の電気料金支払いに対する意識向上、エネルギー局及びケアテーカーの運営管理

能力の向上、遊休機器の減少、減価償却の促進、エネルギー局の電気料金収入の向上等、SHS の

持続的運営に関する様々な利点が得られた。多様な文化的、歴史的、地域的背景を有する開発途

上国での SHS の持続的運営を成功させるためには、その地域の実情と SHS 設置の目的に応じて柔

軟な対応をする必要があるが、今回のプロジェクトで採用された「停止」「撤去」も有効な柔軟性

の 1 つであることが実証されたといえる。

参考として、各村の撤去・新設状況等を表 4 － 10 に示す。

これらにより、Natapao と Navuti での支払い率は改善されているが、これらの村でも支払いを

定着させるためのモ

ニタリング方法の確

立は必要である。

今後、Lawa とEfate

島の 3 か村（Emua、

Epau、Mangaliliu）で

のエネルギー局主導

による撤去作業を行

い、長期間放置されたシステムや未払いの利用者からの撤去と移設の作業が一巡する予定である。

それに続き、ケアテーカーが主体となって同一村落内での撤去と移設を行う予定とされている。

表 4 － 10　各村の停止数及び撤去数
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撤去された機器については、SHS 機器の設置を求める住民がケアテーカーに対して申し込みの

意思表示を行い、また、同者が初期設置料と最初の月の電気料金を支払ったうえで機器が設置さ

れる。一部のプロジェクト村では、SHS 機器の設置を求める住民をあらかじめケアテーカーが把

握しており、ケアテーカーが主体となり移設作業も行われ、村内での機器の有効利用の体制が確

立し始めている。

4 － 7　ケアテーカーの現状

評価時点における各村のケアテーカーを表 4 － 11 に

示す。ケアテーカーは各村における各戸の電気料金徴

収、SHS 機器の軽微な故障の修理、SHS の移設・撤去、

エネルギー局への業務報告等が主な業務である。ケア

テーカーは個人的な事情や何らかの問題が発生した場合

を除き、基本的に電力委員会発足時に指名したケアテー

カーが継続して業務を行っている。なお、ケアテーカー

は電気料金徴収１戸につき、100Vatu を報酬として受け取っている。

エネルギー局は長期専門家の協力を得て、SHS 機器の運営管理を扱ううえで必要な細かな業務

についてケアテーカーに対するガイドラインを 2001 年 2 月に作成している。これは 20 ページを

超える冊子となっており、ケアテーカーが行うべき業務や注意すべき点など、詳細にわたって記

述されている。そのため、何らかの理由によってケアテーカー業務が他者に移った場合、このガ

イドラインを用いることでスムーズな業務移管が行われるものと考えられる。なお、ケアテーカー

業務が１人に集中しており、ケアテーカーの長期不在時に支障が出ていること、及び後進育成の

必要性から、プロジェクトはケアテーカー補佐に当たるジュニアケアテーカーの導入を検討して

いる。

本調査団は、維持管理関連技術に関するエネルギー局技術担当者並びにケアテーカーの現状調

査を行った。調査方法は、①本人に対するインタビュー、②エネルギー局技術担当者（Mr. Jimmy

Smith）に対するインタビュー、③村落現場での作業結果の評価、④エネルギー局ブランチオフィ

スにおける在庫管理、部品管理、作業場整備状況の評価の 4 つの方法により行い、山下青年海外

協力隊員（電気工事）の協力を得て実施した。調査結果を表 4 － 12 に示す。

なお、本プロジェクトはケアテーカーに対して技術的知識の向上と各村におけるパイロットプ

ロジェクトの円滑な運営をめざして、ワークショップを 4 回開催している。このワークショップ

によって個人差はあるものの、ケアテーカーの運営・管理能力や技術力の向上が見られ、これら

ワークショップは成功したといえる。ワークショップの概要を表 4 － 13 に示す。

表 4 － 11　各村のケアテーカー
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持っていないことから時間的な感覚が薄い住民も多く、プロジェクト開始当初には定められた時

間を超えて使用し、バッテリーの消耗が激しいケースが見られた。SHS 機器の使用に関する住民

の啓発についてはケアテーカーによる対処のみでは限界があることから、時間をかけて住民教育

を行っていく必要がある。
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第 5 章　評価結果

5 － 1　評価 5 項目の評価結果

5 － 1 － 1　妥当性

（1）開発政策との整合性

ヴァヌアツ共和国は国家としての開発計画を策定していないため、地方電化計画もまと

まった文書としては存在しない。そのため開発政策との整合性を正確に測ることは難しい

が、エネルギー局局長であるMr. Leo Moli はインタビュー時に地方電化推進の重要性を説

いており、村落電化率が 10％に満たないヴァヌアツ共和国として、地方電化促進は重要な

施策と認識されている。

ヴァヌアツ共和国においてはアジア開発銀行（Asian Development Bank :  ADB）が

「Vanuatu Infrastructure Master Plan」を作成している。ここでは地方電化計画の具体的

な記述はないが、代表的なめざすべき方向としては、①エネルギー局の組織力向上、②地

方電化の運営・管理能力の強化、及び③地方のニーズの把握と効率的な指導があげられて

おり、本プロジェクトはこれに合致しているといえる。

また、エネルギー局の開発計画としては「Business Plan for 2000 － 2004」が存在する。こ

こでは地方電化の推進として自然エネルギーである太陽光発電の保健・教育・コミュニティ

施設への導入が謳われている。ここにおいても具体的な数字などは現れていないが、公共

施設と一般家庭との違いはあるものの、太陽光発電の積極的導入の推進という面でエネル

ギー局の開発計画と合致しているといえる。

（2）受益者ニーズとの合致

本プロジェクトの最終受益者は電化対象村落の住民である。住民に対するインタビュー

によれば住民は電気の有効性を認識しており、住民のニーズに合致しているといえる。た

だし、ヴァヌアツ共和国の村では電気のない生活を長く経験しており、無電化による不都

合をあまり感じていない住民も多くいることから、電気が生活するうえで必要最低限な人

間としての基本的なニーズ（Basic Human Needs）であるかどうかは議論のあるところであ

り、今後の展開では電化の目的・意義については、より具体的な検討が必要である。

（3）援助政策との合致

我が国は、1992 年の国連環境開発会議を踏まえて環境協力における行動計画「21 世紀に

向けた環境開発支援構想」を発表し、省エネルギー及び新エネルギー技術の世界的普及のた
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めの協力を重点的に進めることとした。また、1998 年には、外務省と通商産業省（現・経

済産業省）が「太陽光発電等再生可能エネルギーの開発・普及計画」を発表し、再生可能エ

ネルギーシステムの開発・普及に関する総合的な協力を推進する方針を打ち出した。した

がって、我が国の援助政策との整合性が認められる。

（4）プロジェクト計画の妥当性

本プロジェクトは、開始時に PDM を作成しておらず、また、事前調査実施時に締結され

たミニッツにはPDM に代わるプロジェクト内容の詳細が記述されていなかった。このため、

JICA、日本人関係者、現地専門家、ヴァヌアツ共和国側の意思の統一に時間と労力を要し

た。

また、本プロジェクトでは、電化推進を目的としてそれぞれの電化対象村において電力

委員会の設立を計画しており、実際に設立された。しかしながら結果としてこの電力委員

会はすべての村において機能しなかった。これは第 4 章 4 － 3 において示した理由が原因と

考えられる。本プロジェクトにおいては、結果として指導力のあるチーフと優秀なケアテー

カーが存在すれば電力委員会が機能しなくても大きな問題とはならなかった。そのため計

画時において電力委員会ありきではなく、その国の国民性や実状に沿った電化の管理方法

を採る必要があると考えられる。

本プロジェクトでは、月ごとの電力料金を当初は 1,500Vatu 固定料金に設定していたが、

電気料金未払い者が多く存在したため、実施部隊であるエネルギー局と各村の電力委員会

との協議の結果、5 段階の電気料金に移行した。これによって第 4 章 4 － 4 に示すように平

均回収率は 52.0％から 90.5％に向上している。そのため、プロジェクトの諸事情の変更に

対する計画変更はスムーズに行われ、また結果が伴っているといえる。プロジェクト当初

の電気料金設定の妥当性については疑問が残るので、今後のSHS の新規参入に際しては、本

プロジェクトの現状が良い参考となると考えられる。

これらより、プロジェクト計画段階において PDM の未作成や機器の選定、電気料金設定

等に多少の妥当性の低さが見受けられたが、プロジェクトの進行状況に応じた計画の見直

しが行われ、5 段階電気料金制度が導入されるなど柔軟な対応が行われた。また、地方電化

推進の重要性及び住民のニーズとの合致等より本プロジェクトはおおむね妥当であると判

断される。
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5 － 1 － 2　有効性

（1）目標達成度合い

本プロジェクトの目標である「SHS による村落電化の1 つのモデルシステムが形成される」

については、電化対象である 7 村（Emua,  Navuti ,  Natapao,  Lawa,  Mangal i l iu ,  Epau,

Amata）について電化が行われ、エネルギー局の指導の下、電気料金の支払い等の問題は一

部見受けられるものの、チーフを中心とした村内の電化に対するまとまりや、ケアテーカー

による技術的補佐や料金徴収等、モデルプロジェクトとしては成功の域に達していると判

断できる。PDME の指標による判断においても、電気料金回収率の上昇率、供与機材の稼働

率及びパイロットプロジェクト・サイトのモニタリング状況等、すべてクリアしている。た

だし、技術面・財務面及び問題解決方法等について、引き続き専門家による指導を行うこ

とにより、持続可能なプロジェクトの運営及び本パイロットプロジェクト成果の他村への

普及が可能と判断される。

（2）C/P の技術的知識の向上度合い

本プロジェクトの技術面を担っているMr. Jimmy Smith は電気に対する基礎的な知識を

もっており、能力向上に対する意欲も高い。そのため、短期専門家による技術指導にも積極

的に取り組み、本調査におけるインタビューにおいても的確な回答をしていた。これより C/

P の技術的知識はかなり向上していると判断される。

（3）ケアテーカーに対する C/P の指導力の向上度合い

エネルギー局職員は、Efate 島内にあるEmua 及び Natapao はほぼ毎月、離島は 2 ～ 3 か月

に 1 度現地を訪問し、ケアテーカーに対する技術的指導や料金徴収に対するアドバイスを行っ

ている。指導方法については長期・短期専門家が C/P に対して適宜助言を与えており、本調

査においてはC/P のみで現地訪問を行っていた。これらから、本プロジェクトによってC/P の

ケアテーカーに対する指導力は向上したと判断される。

（4）ケアテーカーの能力向上度合い

ケアテーカーの中には 2 か月分のレシートを一度に出す者もおり、ごく一部の業務にスムー

ズではない部分も見受けられたが大きな問題ではなく、機器の問題発生時にはすぐに対応し

ている。また、ケアテーカーのみで対応不可能な不具合については適宜エネルギー局に連絡

して対応しており、住民のケアテーカーに対する信頼も厚く、ケアテーカーとして確立され

たと判断される。また、現在エネルギー局で検討中であるジュニアケアテーカー養成に関し

ても前向きであり、後進の育成にも期待がもてる。他の村においても、一部ケアテーカーの
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交代が発生したが、これは徴収した電気料金を使い込むなど人格的な原因によるものであり、

その他は住民より高い評価を得ている。これらより、ケアテーカーの能力向上度合いは高い

と判断される。住民の信頼を得たケアテーカーの存在が重要であることから、ケアテーカー

の人選には住民の意見を十分に採り入れる必要がある。

（5）住民の満足度

住民の電気事業に対する理解は第 4 章 4 － 8 の結果が示すとおりであり、一定の理解を得た

うえで SHS が利用されていると判断される。住民の満足度についてインタビューを行ったと

ころ、概して SHS に満足しているとの回答を得ており、問題点や苦情は特にあげられなかっ

た。インタビューを行った Emua 在住のある利用者の場合、週 1 度 Port Vila のマーケットで

の作物販売によって、20,000Vatu（18,600 円）の現金収入を得ているとのことである。同収入

から電気料金を支出していることから当初は電気料金が高いと感じたようだが、少しずつそ

のための貯金をすることで対応しており、利用が停止されないよう努力している。ただし、

Emua は首都 Port Vila に近いうえにプロジェクト村のなかでも模範的な村であるため、この

結果をそのまま他の村に適用することは難しいと考えられる。

住民の満足度が高い背景には、C/P が住民と非常に親しく交流をもっており、住民の意見が

直接 C/P に届くようになっていること、つまり、現場に近い官の姿が住民の満足度を上げて

いると考えられる。

本プロジェクトはC/P であるエネルギー局職員の技術的・管理能力的向上を通じて SHS 機

器によるモデルシステムを形成し、ターゲットグループである対象村落の住民に裨益してい

る。これらより、本プロジェクトは有効であったと判断される。

5 － 1 － 3　効率性

（1）投入のタイミング

1）長期専門家

プロジェクト開始前から開始後まで継続的に投入されており、プロジェクト推進に寄

与した。加えて、村落電化組織育成専門家は、プロジェクトをより対象村落の実状に合わ

せた形に変更することを目的に派遣されており、投入のタイミングは妥当と判断される。

2）供与機材

投入機材は SHS 機器がほとんどであり、プロジェクト開始後約半年でほとんどの機材

が現地に納入・設置された。その後追加機材及びヴァヌアツ共和国側購入機材ともに大

きな遅滞なくプロジェクト活動に沿って納入されており、供与機材投入のタイミングは
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妥当と判断される。

3）研修員受入れ

研修員は集団研修として 2 回、C/P 研修として 1 回受入れを行っている。集団研修は技

術的な内容を中心としており、プロジェクト進捗との関連においてそのタイミングは適

切と判断される。地方電化開発計画として受け入れた C/P 研修については、本パイロッ

トプロジェクトをより発展させるために必要であり、タイミングとして適切と判断され

る。

（2）投入内容の適切性・活用度

a．日本側投入

1）長期専門家

長期専門家は「村落電化実施組織育成」と「村落電化組織育成」の 2 名が投入された。村

落電化実施組織育成専門家は電力会社から、村落電化組織育成専門家はコンサルタント

会社出身の青年海外協力隊員経験者が派遣された。本プロジェクト開始前から派遣され

た村落電化実施組織育成専門家は強力なリーダーシップを発揮して技術面を中心にC/P の

指導を行い、C/P と積極的な議論を行った。プロジェクト開始後、料金未払い者への対応

等、とりわけ運営面での課題が確認されたことから、開始から約 1 年半後、電気料金徴収

システム等、組織運営の強化を目的として、村落電化組織育成専門家が派遣された。同専

門家は銀行での業務経験を有しており、この経験を生かして住民の収入に見合った料金

となるよう段階的電気料金を導入するなど積極的な活動を行った。また、ヴァヌアツ共

和国での協力隊経験を有していることから同国に対する理解も深いため、C/P からの信頼

も厚く、円滑なプロジェクト活動推進に寄与している。プロジェクト開始当初から技術

及び運営の両面にわたる指導・助言を行うことにより、更に高い効率性が見込まれるこ

とから、この点は今後の教訓となる。

2）短期専門家

短期専門家は「再生可能エネルギー」2 名、「ソーラーシステム維持管理」1 名、「社会調

査」1 名の計 4 名が投入された。再生可能エネルギー専門家 2 名はそれぞれSHS の設置と

機器の設置後の円滑な稼働に対する適切な指導を行った。ソーラーシステム維持管理専

門家は持続可能な SHS 管理を目的に技術面と料金システムに係る制度面との両面から適

切な助言を与えた。また、社会調査専門家は村落社会における SHS による電化の有効性

や社会開発への寄与等を検証するとともに、モニタリングに関する指標の設定について

指導を行った。これらより、短期専門家の投入による成果に対する効率性は高いと判断
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される。

3）青年海外協力隊員

青年海外協力隊員は「村落開発普及員」として Emua に配属されている。同隊員は村民

側からの本プロジェクトに対する意見収集やケアテーカーに対する機器管理の指導やケ

アテーカーの評価などを行っており、専門家との連携や意思の統一も十分に行われてお

り、住民からの信頼も厚い。同隊員の本プロジェクト活動に占める割合は大きく、これら

より青年海外協力隊員の成果に対する効率性は高いと判断される。

4）供与機材

本プロジェクトの主要な供与機材は SHS 機器である。プロジェクト開始当初、これら

SHS 機器に予想を超えるハード上の問題が発生した。問題の主要な起源は、バッテリー

寿命の異常あるいは蛍光灯灯具中に内装されている回路の絶縁不良などのトラブルにあ

ることは確認されている。これらのトラブルの原因については現地専門家及び国内支援

委員会による詳細な検討によりかなり絞り込まれたが、特定するには至っていない。こ

れらの初期的問題が現地専門家などの努力により緩和された後、SHS 機器は順調に機能

しており、供与機材の適切度・活用度は基本的には良好といえる。ただし、初期トラブル

が本プロジェクトの進行に少なからず影響を及ぼしたことは事実であり、トラブル発生

の可能性を包含した機器選択、発注が実施されていれば適切性、活用度が更に向上した

と見込まれるので、この点は今後の教訓となる。

5）研修員受入れ

研修員受入れは 3 名行っており、JICA 大阪国際センターが実施している国別特設研修

「大洋州地域・太陽エネルギーの発電技術及び利用技術」への参加が 2 名、電力会社での

C/P 研修が 1 名である。国別特設研修では技術的な知識習得を中心に、また、C/P 研修は

組織・制度的知識の習得を中心に行われた。これらの研修に参加した C/P は概論をはじ

めとする講義と太陽光発電を中心とした見学研修を受け、それぞれの目的に合った研修

内容に満足しており、帰国後研修発表会を開いて習得した知識をC/P 内で共有するなど、

成果達成に寄与している。そのため研修員受入れの成果に対する効率性は高いと判断さ

れる。

b．ヴァヌアツ共和国側投入

1）施設・機材

施設としてはヴァヌアツ共和国側が独自に導入した長期専門家執務室がヴァヌアツ共

和国側から提供されている。同室には本プロジェクトの C/P である Mr .  Dona l d
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Wouloseje が執務しており、同じく個別専門家である電力行政アドバイザーも執務してい

る。短期専門家受入れ時には多少狭くなるが、通常時の業務には支障は無い。なお、評価

調査時において村落電化組織育成専門家及びMr. Donald Wouloseje の執務室を増設して

おり、完成次第移ることとなっている。

機材としては SHS45 セットがあげられる。これらは日本側供与機材であるSHS 機器と

区別なく本プロジェクトにて運営されている。この機器は日本側供与機材と異なり、プ

リペイメントシステムを用いたものであり、村民が電気料金をケアテーカーに前もって

支払い、暗証番号を入力することによって 1 か月間電気を用いることができる、としたも

のである。これによって住民は生活に余裕があるときに料金を払って電気を使うという

形式を選択できるようになり、これは利点であるが、料金を払っていない期間は機器が

遊んでしまい、エネルギー局としては減価償却として計上できない。ユーザーフレンド

リーという点では高く評価できるが、実施組織としての持続性保持との関係もあり、一

概に高評価と判断すべきものではないといえる。ただし、ヴァヌアツ共和国側独自で SHS

機器を購入、設置した実績は高く評価できる。

2）C/P 配置

プロジェクトとしては Mr.  Donald  Woulose je が実質的な運営を担い、Mr.  Fred

Shadrack が会計担当及びプロジェクト管理補佐を、Mr. Jimmy Smith が技術責任者を担

当している。そして、局長のMr. Leo Moli に報告する体制をとっている。前述のとおり

エネルギー局は 8 名の職員が常駐しており、本プロジェクトにはすべての職員が何らか

の形で C/P として本プロジェクトにかかわっている。もっとも、すべての職員が均等に

かかわっているわけではなく、かかわり方も濃淡があり、実質的には 4 人程度と考えられ

る。特にMr. Donald Wouloseje と Mr. Jimmy Smith はプロジェクトのめざすべき方向

と成果を正確に認識しており、長期専門家の指導の下、他のスタッフをリードしている。

これらより C/P の成果に対する貢献度は適切と判断される。

これらより、投入した機材において一部効率性の低い部分が見られたものの、これに対

する専門家と C/P の努力、及び国内支援委員会からの支援によって大きな阻害要因とは

なりえず、本プロジェクトの効率性は高いと判断される。

5 － 1 － 4　インパクト

（1）住民生活の変化

住民生活の変化に対する直接的な正のインパクトとしては、電灯が点いていることによっ

て日没後でも安心して農作業から帰宅できる、また防犯上有用であるとの回答をインタ
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ビューによって得た。間接的な正のインパクトとしては、インタビューより子供たちが夜

間に勉強できるようになったために成績が向上し、レベルの高い中学校・高校に入学でき

るようになったとの意見が聞かれた。

なお、直接的・間接的な負のインパクトは認められない。

（2）産業に対する変化

本プロジェクトによって導入した SHS 機器は一般家庭の電灯使用が目的である。また、

ヴァヌアツ共和国の村落においては収穫した作物販売による収入が主であるため、電灯利

用による機織りや木工作業の効率化は確認されていない。そのため、本プロジェクト実施

によって産業に対する正及び負の効果は今のところ認められていない。

5 － 1 － 5　自立発展性

a．実施機関の組織能力

（1）人員配置の適切度

エネルギー局のスタッフは 8 名と少ないが、局長以下、財務系スタッフと技術系スタッ

フがそろっており、各部門に優秀なスタッフを擁している。また、多忙を極めるほどの業

務量ではなく、余裕をもった業務処理ができるため、人員配置は適切であると判断され

る。

（2）エネルギー局の運営能力

エネルギー局局長であるMr. Leo Moli は穏やかで人当たりの良い性格であり、部下の

人望も厚く、また組織運営的能力も高い。

エネルギー局スタッフは比較的優秀な人材が集まっているが、ヴァヌアツ共和国のゆっ

たりとした国民性から、個々の業務に十分な時間を使って処理しており、業務に対する

レスポンスが多少遅い場合がある。これはエネルギー局に限ったことではないため、ヴァ

ヌアツ共和国としてはエネルギー局の運営能力は問題ない。

（3）予算確保・財政支援

国家予算としては、2001 年度予算は8,216,000Vatu（7,640,880 円）であり、このうち7

割程度が人件費に充てられており、その他は電話代や電気料金等の必要経費である。そ

のため、活動費は Sarakata 水力発電所の収益金で賄っているのが現状である。2002 年度

予算は8,011,000Vatu（7,450,230 円）であり、その内訳は 2001 年度と同様である。この

ように、国家予算の確保は非常に厳しいものがある。
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ヴァヌアツ共和国の財政の現状を考慮すると、一般会計による本プロジェクトの運営

費を含む地方電化への予算確保は困難であると考えるのが賢明である。そのためSarakata

水力発電所の収益金の 30％を地方電化に割り振り、エネルギー局の活動費としている

のが実態である。この 30％の資金配分は、実質エネルギー局局長が管理している。局長

と本調査団との打合せで、口頭ではあるが本プロジェクトの今後の活動予算について捻

出することを確約している。現状を勘案すると、他のプロジェクトも収益金からその活

動費を捻出しており、Sarakata 収益金からの地方電化への資金分配が無くなるとも考え

難く、本プロジェクトではできるだけ効率の良い運営をめざし、可能な限り管理費を抑

える努力をすべきである。2001 年では、ソーラー国際会議や撤去・移設作業などで、

Sarakata 収益金から 200 万 Vatu（186 万円）を超える支出があった。しかし、撤去・移

設作業が一段落し、ケアテーカーの技術的能力も向上していることから、離島への訪問

回数を減らすことが可能となり、2002 年度はこの支出は大幅に削減できるものと考えら

れる。一方、移設作業により初期設置料が入り、これを活動費に充てることも検討すべき

であり、これによって収益金からの補助をより減らすことが可能となる。また、訪問回

数・内容の効率化を徹底するなど、電力局全体としての効率の良い運営体制の構築が必

要であろう。

これらより、自立発展性の確保に関する課題は山積するものの、ヴァヌアツ共和国政府

として極度の困窮状態ではなく、今後の活動の改善・検討によって効率的な運営が可能

であると判断される。

b．技術の定着度・普及の見込み

（1）エネルギー局職員の技術定着度

本プロジェクトはエネルギー局長のMr. Leo Moli を筆頭に、実質的な運営の舵取りを

Mr. Donald Wouloseje が、技術的な側面はMr. Jimmy Smith が、そして、財務的な側面

はMr. Fred Shadrack が担当している。本評価調査時のインタビューにもそれぞれの分

野において適切な回答を得ており、加えて技術・知識習得に対する熱意も感じられるこ

とから、長期・短期専門家による技術指導はこれら C/P に定着していると判断される。

（2）資機材の維持管理状況

SHS 機器は各機器に通番で番号付けしてあり、エネルギー局として、各村に設置した

機器は台帳上及び地図上ですべて把握している。また機器管理はケアテーカーを通じて

住民に周知され、住民の自主的な管理が行われており、資機材の維持管理状況は良好で

あると判断される。
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c．社会配慮

（1）ジェンダー的視点

ヴァヌアツ共和国では料理は女性の仕事となっているが、キッチンに電灯を導入した

ことによって、夕食の料理が容易・安全に行えるようになった。

（2）環境的視点

SHS で用いているバッテリーは電解液として希硫酸を用いているため、環境対策上廃

液の後処理が必要であるが、本プロジェクトではこの廃液の扱いに関する取り決めがま

だなされていない。評価時点においては各村とエネルギー局において廃棄バッテリーを

保存している状態であったが、今後はどのようなシステムで廃液処理を行うかを検討す

る必要がある。

また、太陽光発電は温室効果ガスを排出しないエネルギーであるため、CO2 排出量削減

に寄与する。ここでは本プロジェクトで用いている太陽光パネルの出力と同程度の自家

用ディーゼル発電機のCO2 排出量を、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental

Panel on Climate Change : IPCC）ガイドラインに沿って算出し、環境的側面からの評価

を行う。

1）CO2 排出量算出に係る仮定条件

・現状では夜間 3 時間のみの電灯使用のため、ディーゼル発電時間は 3 時間とする

・自家用ディーゼル発電機の平均燃料消費量は 0.27 l/kWh とする

2）本プロジェクトの太陽光パネルの出力

P(W)＝ 50(W)× 2(枚)× 265(台)＝ 26,500(W)＝ 26.5(kW)

3）ディーゼル発電によるCO2 排出量

CO2 排出量(t/yr)＝ a × Energy Conservation Factor × Carbon Emission Factor

　　× Fraction of Carbon Oxidised × 44/12　 ………　(1)

a ＝ P(kW)×使用時間(hr)×年間使用日数(d)×平均燃料消費量(l/kWh)×係数

÷単位変換係数　　 ………　(2)

＝ 26.5(kW)× 3(hrs)× 365(days)× 0.27(l/kWh)× 0.86 ÷ 106

＝6.738 × 10－3

IPCC ガイドライン Table 1 － 3、1 － 2 及び 1 － 4 より Energy Conservation Factor,

Carbon Emission Factor 及び Fraction of Carbon Oxidized についてディーゼル燃料

係数としてそれぞれ 43.33(Tj/kt)、20.2(tC/TJ)及び 0.99 を用いて(1)式を計算すると

CO2 排出量(t/yr)＝ 6.738 × 10－3 × 43.33 × 20.2 × 0.99 × 44/12

＝21.41(t/yr)
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4）太陽光発電による CO2 排出量

太陽光発電による CO2 排出量は無い。よって

21.41(t/yr)－ 0(t/yr)＝ 21.41(t/yr)

CO2 排出量の抑制は、本プロジェクト目標には含まれないが、上記のとおり年間約20

トンの温室効果ガス排出を抑えることができ、結果として環境に配慮したプロジェク

トであるといえる。

（3）その他

1）離島部のモニタリングの難しさ

本プロジェクトにおいてはパイロット地点として離島部が 4 村選定されているが、離

島部は飛行機や船、車を乗り継いで現地訪問する必要があり、時間的・予算的制約から

訪問回数が減少する傾向にある。加えて一部村では電話が無い所もあり、連絡に不都合

が生じることもある。そのため、離島の訪問回数を減らして、離島部の管理はパートタ

イム契約社員のような形で出先機関を設けるかケアテーカーに対する待遇を厚くして

より高度な管理方法を教育し、業務内容を豊富にするかなどの対応が必要と思われる。

2）SHS 機器の停止・撤去の徹底

本プロジェクトでは、「電気料金未払い者に対しては SHS 機器の停止・撤去」と「撤

去機器の移設」という措置をとっている。第 4 章で述べたように、これによって電気料

金徴収率が大幅に改善された。そのため、この措置の継続が今後のエネルギー局の運

営・管理能力の持続可能性の確保と SHS 機器の有効活用に必要と考えられる。これに

は停止・撤去の徹底が必要であるため、エネルギー局よりケアテーカーに対する継続的

な指導と、停止・撤去・移設の円滑な実行が望まれる。

5 － 2　結　論

本プロジェクトは、開始当初において予想外の数の機器の初期故障や利用者の電気料金滞納な

ど、いくつかの困難や問題に遭遇したにもかかわらず、上記のとおり協力期間内に一定の成果を

収めた。したがって、当初計画どおり 2002 年 5 月末をもって終了することを確認した。

また、本プロジェクトでは、SHS の維持管理体制及び電気料金の回収制度を確立させることに

より、戸別設置型 SHS による持続可能な運営・維持管理システムを形成することができた。同シ

ステムについては、本プロジェクト実施中、エネルギー局が太陽光発電による電化事業として独

自に進めていた対象 2 村においても適用されたことから、普及可能性についても肯定的に評価で

きるモデルシステムが形成されたと判断する。

ただし、本プロジェクトの成果を効率的・効果的に運営し、かつ更なる持続発展性の確保が必

要と判断されることから、次章（第 6 章）で提言・教訓を述べる。
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第 6 章　提言・教訓

6 － 1　提　言

本プロジェクトの持続発展性を確保し、普及を図るに必要な人材・能力及び組織力の向上を促

進するために、以下の点を先方に提言した。

1．プロジェクト期間終了後も、エネルギー局、特に技術者及び運営管理の各 1 名が運営の中心

となり、本プロジェクトを含む地方電化の努力を持続させる。

2．ケアテーカー研修等の実施により、人材育成を引き続き行う。

3．維持管理及び運営に係るヴァヌアツ共和国政府（エネルギー局）側のコストに関し、予算措

置を確定させる。

4．上記 3 点の実現にあたり、現在派遣中の長期専門家による助言・指導が欠かせないことから、

プロジェクト終了後も同専門家の活動を継続し、必要に応じて同専門家の任期延長も含めて今

後の適正投入と協力活動を検討する必要がある。

6 － 2　教　訓

1．維持管理にあたっては実施組織ありきではなく、技術分野の維持管理及び運営管理を指導で

きる人材を現地で確保することが不可欠である。実施組織の設置については組織化することの

意義について検討したうえで設置することが妥当である。

2．太陽光発電による地方電化については、これまで複数の JICA 協力が実施されている。地域的

な特性があるにせよ、これまでの取り組みから得られた経験や教訓から、適正機材の選定や、

想定されるコスト計算に必要なデータ等、プロジェクト計画・実施のうえで有用な情報となる

ことから、こうした経験の有効利用の重要性が指摘される。

3．設置機器に関する持続的な維持管理に係るコストについては、利用者からの電気料金徴収に

よりコスト負担することが可能であることが認められる。ただし、実際のプロジェクト運営に

は設置機器の維持管理費用に加えて実施機関及び現場スタッフの人件費、交通費、研修費など

の費用が発生することから、政府による予算措置が必要である。

4．本プロジェクトを通じて、島嶼国の地方電化においては、電気がないことを補う手段として

の SHS による電化の有効性と可能性が確認された。

5．機材については、トラブル発生に即応するためにも、現地で調達可能な機材の導入について

検討することが必要である。また、発生が予想される問題への対処方法や支援についてあらか

じめ日本側が配慮することも必要とされる。

6．地方電化の基本的な課題は、料金設定、料金徴収及び維持管理を実施するための人材の確保・
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育成などむしろソフトウェア側にある。このことは既に随所で指摘されてきたことであるが、

本プロジェクトにおいても改めてこの点が明確となった。
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